
”まるごと元気”地域コミュニティ活性化補助の事務の流れ 

申請団体 各区地域起こし推進課 コミュニティ再生課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

提出 

地域コミュニティ活性化推

進事業計画書（補助事業申

請書）作成・提出 

事業計画書の受付 

要件審査の実施 
※申請要件を満たしているか 

どうかの審査 

送付 

事業の不採択の通知 

事業採択の場合 

交付決定の通知 
・補助金の交付 

提出 

活動終了後に 

補助事業実績報告書の 

作成・提出 

補助事業実績報告書の 

内容確認 

 

補助金の確定額
の通知 

要件不備の場合
不採択の通知 

提出 

補助金交付申請書の 

作成・提出 

・補助金交付決定の通知 

・補助金の交付 

※“まるごと元気”地域コミ

ュニティ活性化補助金審査会

において 

変更内容の審査の実施 

変更 
申請 

活動の実施 
※活動内容に変更等があった 

  場合は、変更申請が必要 

送付 
※（計画変更申請書の受付）

“まるごと元気”地域コミュ

ニティ活性化補助金審査会

において 

内容審査の実施 

※活動内容の実効性、継続性 

等についての審査 

要件不備 要件完備 

不採択 採 択 

事業の採択・交付金額の通知 
交付団体、金額の決定 

補助金交付申請書の受付 

※（事業計画変更申請） 

補助金の確定額の通知 

※（補助金の精算） 
剰余金の返還 

※ 必要に応じて実施するもの  

（ 別 紙 ） 


